
 

参考様式(法第 28条第 1項関係) 

 

令和３年度の事業報告書 

 

  令和 ３年 ４月 １日から 令和 ４年 ３月 ３１日まで 

 

 

特定非営利活動法人 Nordland 

 

１ 事業の成果 

 今年度においては、本法人の事業内容をより多くの市民に知っていただくため、ホームページを開

設することができました。また、お子さまひとりひとりが個性を活かし、それぞれの輝きを放つ…。 

そんなたくさんの輝きがあふれる毎日へのサポートをお届けする児童発達支援マレーネをスタートし

ました。乳児、幼児、小学生を対象とした、お子さまのこころとからだの成長をサポートする専門事

業「のるプロ」では、お子さまが生活されているなかでの「気になること」や「なんだか上手くいか

ないなぁ」と感じることについて、その背景を探り、感覚面、運動機能面、視知覚面、学習面といっ

た側面から具体的な解決策を検討し、個別的に対応しています。本年度は放課後等デイサービス事業

開始の準備をしてまいります。 

 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載 

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

実施日時 

(B)当該事業の 

実施場所 

(C)従事者の人数 

(D)受益対象者の

範囲 

(E)人数 

① 児童福祉法

による障害児

通所支援事

業 

 

 

 

 

 

 

 
 

・児童発達支援事業 

専門的な支援を必要とする

未就学児童に対する個別・

集団療法 

 

・放課後等デイサービス事業 

専門的な支援を必要とする

18歳までの就学している児

童に対する個別・集団療法 

(A)2021.5.1～2022.3.31 

(B)Nordland 

事業所内 
(C)７人 

(D)通所支援受

給者証を所有

している児童 

 

(E)延べ 1764人 



② 地域療育に

係る事業 

 

・保育所等訪問支援事業 

集団生活を営む施設に通う

専門的な支援を必要とする

こどもと保育・教育事業者

に対する施設訪問支援事業 

 

 

 

(A) ７月・11月・12月 

(B)保育所、幼稚園、認

定こども園 

(C)１人 

 

 

 

 

(D)  

・支援を必要と

するこどもと

その家族 

・保育、療育従

事者等 

(E)延べ 18人 

 

 

 ・作業療法士や心理士等によ

る、専門的な支援を必要と

するこどもへの個別的な検

査、療育、関連機関へのア

ドバイス 

 

・作業療法士や心理士等によ

る、乳児期からの子育てに

対する困り感を持つ保護者

へのアドバイス 

 

・作業療法士や心理士等の専

門職による、自助具や教材

等の作成及び相談 

 

・作業療法及びリハビリテー

ションに関する研究 

(A)2021.4～2022.3 

(B)Nordland 事業所内 

(C)５人 

(D)  

・支援を必要と

するこどもと

その家族 

・保育、療育従

事者等 

(E)延べ 283人 

 

 

 

（２）その他の事業 

  該当なし 


